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正 誤 

 

○令和５年12月21日付け（兵庫県公報第５号外） 

兵庫県企業庁管理規程第８号（企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程）中 

（ページ） （行） （誤） （正） 

１ 
下から 

８ 
「100分の100」を「100分の102.5」 「100分の100）」を「100分の102.5」 

 

○令和６年12月24日付け（兵庫県公報第４号外） 

兵庫県企業庁管理規程第４号（企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程）中 

（ページ） （行） （誤） （正） 

１ 
上から 

６ 
企業職員の給与に関する規程 第１条 企業職員の給与に関する規程 

１ 
下から 

11 
「100分の102.5」を「100分の105」 「100分の102.5）」を「100分の105」 

１ 
下から 

６ 

め同項第２号中「100分の48.75」を

「100分の50」に、「100分の58.75」を

「100分の60」に改める。 

め同項第２号中「100分の48.75」を「100

分の50」に、「100分の58.75」を「100

分の60」に改める。 

 第２条 企業職員の給与に関する規

程の一部を次のように改正する。 

 第６条の２第３項中「100分の172.5」

を「100分の95」に改める。 

 第６条の３第１項第２号中「（特定幹

部職員にあっては、100分の125）」を

「（特定任期付職員にあっては、100分

の87.5、特定幹部職員にあっては、100

分の125）」に改める。 

 第６条の４を削る。 

１ 
下から 

３ 

１ この管理規程は、公布の日から施

行する。 

１ この管理規程は、公布の日から施

行する。ただし、第２条の規定は令和

７年４月１日から施行する。 

１ 
下から 

２ 
２ 改正後の ２ 第１条の規定による改正後の 
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